
（平成２１年４月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年４月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から 52年９月まで 

昭和 50 年１月に会社を退職した後、同年５月に結婚し、義父がＡ町役場

で婚姻届と国民年金への加入手続をしてくれた。 

その際、義父から「会社退職から結婚するまでの期間の未納の保険料はさ

かのぼって納付してきた。」と聞かされた。 

結婚後は、毎月、自宅に自治会の組長が集金に来ており、義父は、義父母

及び私たち夫婦４人分の国民年金保険料を組長に渡していた。 

義父母及び夫の国民年金保険料は納付済みの記録になっているのに私の分

だけ未納となっていることには納得できない。 

また、社会保険事務所から私の国民年金保険料納付記録を取り寄せたとこ

ろ、当初の記録では、昭和 52 年４月から同年９月までは納付済み、同年 10

月から 53 年３月までは未納と記載されていたので、不審に思い問い合わせ

た結果、52 年４月から同年９月までは未納、同年 10 月から 53 年３月まで

は納付済みの記録誤りであったので訂正したとの回答を受けたが、記憶と

異なる。 

さらに、所持する国民年金手帳には国民年金被保険者資格取得日が昭和

49 年２月１日と記載されているが、会社を退職したのは 50 年１月であり、

この点についても疑問を有している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の国民年金の任意加入被保険者に係る加入記録により、申立

人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52年９月末から同年 10月末までの間に払

い出されたものと推認され、当該国民年金手帳記号番号が払い出された時点に



  

おいては、申立期間の一部（昭和 50 年１月から同年６月までの期間）に係る

国民年金保険料は時効により納付することができなかったものと考えられ、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

また、申立期間の国民年金保険料について、申立人は、その義父が集金人

を務めていた自治会の組長に納付していたと主張しているものの、申立人の国

民年金手帳記号番号の払出し時期において、申立期間のうち昭和 50 年７月か

ら 52 年３月までの国民年金保険料は、年度の納付期限を経過していることか

ら過年度納付により納付することとなるが、地域の納付組織は過年度の国民年

金保険料を納付することはできなかったものと考えられ、申立人の主張は不自

然である。 

さらに、申立人自身は国民年金への加入手続及び国民年金保険料の納付に

直接関与しておらず、申立人に係る国民年金への加入手続及び保険料の納付を

行ったとされる申立人の義父は既に死亡しているため、申立人に係る国民年金

の加入状況、保険料の納付状況等は不明である。 

加えて、申立人の義父が申立人の申立期間のうち昭和 50 年１月から 52 年

３月までの国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに当該期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

一方、申立期間のうち、昭和 52 年４月から同年９月までの期間については、

当該期間の国民年金保険料は、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時点にお

いて、現年度内の国民年金保険料であるとともに、社会保険庁が管理する国民

年金保険料納付記録によれば、申立人の義父及び義母は、国民年金制度発足時

に加入し 60 歳到達するまでの国民年金加入期間について、国民年金保険料を

完納していることに加え、申立人の夫も厚生年金保険被保険者資格を喪失後の

45 年 11 月に国民年金に加入し現在までの国民年金加入期間において保険料の

未納は無く、また、申立人においても申立期間以降において国民年金保険料の

未納は無い上、前納の期間も認められることから判断すると、申立人及びその

家族３人の国民年金保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

さらに、社会保険庁が管理する被保険者記録において、申立人及びその夫

に係る国民年金保険料の納付日が確認できる昭和 60年４月から平成 20年３月

までの国民年金保険料は、いずれも夫婦同一日に納付されており、基本的に一

緒に保険料を納付していたものと考えられ、申立期間のうち昭和 52 年４月か

ら同年９月までの国民年金保険料について、申立人のみが納付しなかったとす

るのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



  

福岡国民年金 事案 1160 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 37年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年９月まで 

私は、昭和 36 年当初に夫と同時に国民年金に加入し、自身の分と夫の国

民年金保険料を集金人に納付していた。申立期間について、夫はすべて国

民年金保険料が納付済みとされているのに、私だけ未納とされているのは

おかしいので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、約 19 年の間、国

民年金保険料をすべて納付している上、申立人の夫は、任意で 10 年年金に加

入し、国民年金保険料をすべて納付していることが確認できることから、申立

人及びその夫の保険料の納付意識は高かったことがうかがわれる。 

また、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、国民年金制度発足当

初の昭和 36 年５月に払い出されているとともに、申立期間において、申立人

が自身とその夫の国民年金保険料を一緒に納付していたとしている上、申立期

間に係る申立人の夫の国民年金保険料は納付済みとされていることが確認でき

ることから、申立人の国民年金保険料のみが納付されなかったとすることは不

自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 55年３月まで 

私は、昭和 52 年 12 月 31 日付けで結婚のために退社し、この時に会社の

経理担当者より国民年金に切り替えるように言われて、すぐに手続をして

おり、国民年金の加入日は、年金手帳に記入されているとおり 53 年１月１

日である。 

昭和 54年９月 10日に市内での転居に伴って住所変更手続をした時に、一

緒に役所の窓口で申立期間の国民年金保険料を納付しており、この時に住

所変更したことは年金手帳にも記載されている。 

厚生年金保険から国民年金に切り替えた昭和 53年１月１日から平成 20年

３月まで未納は無いと思っていたので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、国民年金加

入期間について、申立期間以前において厚生年金被保険者資格の喪失から再

取得までの２か月間を除き、国民年金保険料をすべて納付している上、保険

料の未納が生じた期間についても、３回の過年度納付により未納期間を解消

していることから見て、申立人の保険料の納付意識は高かったものと考えら

れる。 

また、Ａ市Ｂ区役所が保管する申立人の国民年金被保険者名簿により、申

立人は、厚生年金保険被保険者資格の喪失直後から未納になっていた昭和 53

年１月から同年３月までの国民年金保険料を、申立期間中である 54 年４月に

過年度納付により納付するとともに、同年６月には 53 年４月から同年６月ま

での国民年金保険料を過年度納付している上、Ａ市Ｃ区役所が保管する申立人



  

の国民年金被保険者名簿により、同年７月から 54 年３月までの国民年金保険

料を、55年５月に過年度納付により納付していることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間中の昭和 54 年９月に転居手続のために、Ａ市

Ｄ区役所（現在は、Ａ市Ｂ区役所。）に行き、その際に、同年４月から同年９

月までの国民年金保険料をまとめて納付したとしているが、Ａ市保険年金課に

照会した結果、「当時、区役所内で国民年金保険料を納付することは可能で

あった。」との回答が得られる上、Ａ市Ｄ区（現在は、Ａ市Ｃ区。）内に転居

した後は、同年 10月から 55年３月までの国民年金保険料を納付書により銀行

で納付したとしていることから判断すると、申立期間に係る国民年金保険料を

納付したことに関する申立内容には不自然さは無く、申立人が申立期間の保険

料を納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1162 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年１月から 44 年３月までの期間及び

54 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から同年 12月まで 

② 昭和 43年１月から 44年３月まで 

③ 昭和 54年１月から同年３月まで 

私は、昭和 42 年４月にＡ県Ｂ町（現在は、Ｃ市Ｄ区Ｂ。）で婦人会の役

員に勧められて国民年金に加入した。国民年金保険料は毎月、自宅に集金

に来ていた婦人会の集金人に納付していたが、納付記録では同年４月から

同年 12月までが未納になっていた。 

また、昭和 43 年１月にＥ県Ｆ市（現在は、Ｇ市。）に転居した際には、

その月から集金人が国民年金保険料の集金に来たため、その後ずっと継続

して保険料を納付していたが、同年１月から 44 年３月までが未納となって

いた。 

さらに、昭和 51 年４月に現在のＣ市Ｄ区Ｂに転居した以後も継続して国

民年金保険料を納付書により、Ｈ銀行Ｉ支店で納付していたが、54 年１月

から同年３月までが未納になっていた。 

これらの期間について、私は国民年金保険料を納付したことは間違いない

ので納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 43 年１月

にＢ町において払い出されており、同月に転入したＦ市において申立人が

住所変更を行っていることが国民年金手帳から確認できるため、申立人が

Ｆ市に転入直後から国民年金保険料の納付が可能であったことが考えられ

る。 



  

また、申立人は、Ｆ市に転入した昭和 43 年１月時点において、集金人が

国民年金保険料を集金するために毎月自宅に来ていたことを明確に記憶し

ており、Ｅ県の「国民年金事業年報」に記載されている「昭和 42 年度、43

年度当時に旧Ｆ市では自治組織又は婦人団体が納付組織として存在してお

り、毎月国民年金保険料の集金を行っていた。」との内容と一致している。 

さらに、申立人は、国民年金保険料の集金については、その後、３か月ご

との集金に変わったと供述しており、これはＧ市に照会した結果、同市か

ら得られた「旧Ｆ市では、国民年金保険料の集金が婦人団体等から市の委

託集金人に変更されたことに伴い、集金方法も毎月の集金から３か月ごと

の集金に変更された。」との回答内容と一致する。 

加えて、当該時期は申立人が国民年金に任意加入した直後でもあり、国民

年金への関心が高かったものと考えられる上、集金人に保険料を納付した

との申立人の供述に不自然さはうかがえない。 

 

２ 申立期間③については、当該期間前後の期間は、国民年金保険料は納付済

みである上、当時、申立人の夫は職を変わることなく継続して勤務してお

り、市区町村を異にする転居も無く、国民年金保険料を納付しなかったと

する特別な事情は見当たらない。 

また、国民年金保険料を住居の近くのＨ銀行Ｉ支店にて納付書により納付

していたとする申立人の供述内容は具体的であり、申立期間③についての

み納付しなかったとするのは不自然である。 

 

３ 一方、申立期間①については、申立人は、昭和 42 年４月ごろに国民年金

に加入し、その後継続して国民年金保険料を納付したと申し立てているも

のの、申立人の国民年金手帳の記載により、被保険者資格の取得日は 43 年

１月 22 日とされていることが確認でき、当時、申立人の夫は、共済組合の

組合員であったことから申立人は任意加入被保険者であり、国民年金の加

入時点からさかのぼって被保険者資格を取得することはできず、当該期間

の国民年金保険料は納付することができなかったものと考えられる上、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

また、申立人の所持する国民年金手帳の昭和 42 年度検認欄のうち同年４

月から同年 12 月までの欄には「保険料不用」の印が押されていることが確

認でき、当該期間の国民年金保険料は納付されなかったものと考えるのが

自然である。 

さらに、申立期間①当時、国民年金保険料を集金していたとされる婦人会

の当時の関係者は既に死亡しており、当時における国民年金保険料の集金

状況等を確認することはできない。 



  

加えて、申立人が申立期間①に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年１月から 44 年３月までの期間及び 54 年１月から同年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1163 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46年１月から 48年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から 48年３月まで 

② 昭和 48年４月から同年９月まで 

私が昭和 50 年に店舗でパートとして働いていた時に、国民年金への加入

申込みのハガキと国民年金保険料の未納分をさかのぼって納付できるとの

案内がＡ市Ｂ区役所から届いた。そのハガキを出した後、過年度納付書が

Ｂ区役所から送ってきたため、私はＢ区役所に出向き、担当者から説明を

聞いた際に年金手帳を受け取るとともに、46 年１月以後の未納期間に対す

る特例納付書を発行してもらった。 

国民年金保険料を納付した時期は昭和 50 年 10 月から同年 12 月末までの

間であったと記憶している。また、最初に特例納付分の保険料を、少し間

を空けて過年度分の保険料を近所のＣ郵便局で納付した。納付に必要な保

険料については、母親から借り、残りは自分で出し、納付金額は合計で数

万円であったと思う。 

申立期間の国民年金保険料を納付したことは間違いないので、納付記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したとする時期は、第２回目

の特例納付の実施期間中であり、申立人が納付したと記憶している金額は、申

立期間①について特例納付した場合の保険料、社会保険庁の記録において過年

度納付により納付済みとなっている昭和 48 年 10 月から 50 年３月までの保険

料及び昭和 50年度の現年度保険料を合計した金額とおおむね一致している。 

また、申立人は、国民年金の加入に当たって、その申込書のハガキを受け



  

取ったと供述しているが、このことは、「Ａ市政だより（昭和 50 年８月 15

日）」に記載されている「国民年金の未加入者に対する加入勧奨対策」の内容

と一致しており、当時、Ａ市では、国民年金未加入者に対して加入申込書（ハ

ガキ）を郵送していたとしており、特に 37 歳以上の者については昭和 50 年

12 月まで加入しなければ年金がもらえなくなると注意を喚起していたことが

確認できる上、申立人は当時 37 歳であって、国民年金への加入手続後、国民

年金手帳をＢ区役所において受け取った際、窓口で加入勧奨対策の一環として

特例納付を勧められたことが推認できることから、申立内容に不自然さはうか

がえない。 

さらに、申立人は、申立期間以降の国民年金加入期間について、国民年金

保険料をすべて納付しているとともに、60 歳から 65 歳まで任意に加入し保険

料も納付していることから見て、申立人の保険料の納付意識は高かったことが

うかがえる。 

一方、申立人が過年度納付を行った記録がある昭和 50 年 12 月時点におい

ては、申立期間②は時効により国民年金保険料を納付することができない期間

であり、また、第２回目の特例納付の納付対象期間でもなかったことから、申

立人は保険料を納付することができなかったと考えられる上、申立人において、

第３回目の特例納付の実施時期において、過去の未納とされていた国民年金保

険料を納付したとの主張も無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46年１月から 48年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 860 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る

記録を昭和 36 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月 31日から同年４月１日まで 

ねんきん特別便により厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社本

社での資格喪失日が昭和 36 年３月 31 日と記録され、同社本社から同社Ｂ

出張所へ異動となった際の記録が無いことが分かった。 

しかし、平成元年に退職するまで継続して同社に勤務していたことは間違

いない。 

資料は無いが厚生年金保険料は給与から控除されていたはずであるので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、及び社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿により、申立人と同じ昭和 36 年の人事異動により同

本社における厚生年金保険被保険者資格を喪失している３人全員が、当該月の

初日に同資格を喪失していることが確認できることから判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務し（昭和 36 年４月１日にＡ社本社から同社Ｂ出張所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年２月のＡ社本社に係

る社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい



  

ては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、

事業主の連絡先も確認できないことから不明であるが、事業主が資格喪失日を

昭和 36 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年

３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪

失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険

料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係

る記録を昭和 44 年 11 月 11 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 11日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間が空白期間となっている旨の回答があった。 

出向により本店、支店間を異動しているが、継続して勤務していたことは

間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、Ａ社が提出した「昭和 44 年 11 月事務報告」及び

同社の回答内容から判断すると、申立人が同事業所に継続して勤務し（昭和

44 年 11 月 11 日にＡ社本店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 44年 12月の社会保険事務所の記録から、４万 2,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を平成元年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社での資

格喪失日が平成元年１月 31 日であるとのことであるが、同社には同日まで

勤務しており、厚生年金保険料も控除されていたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立内容及び申立期間当時のＡ社の事業主が作成した在職期間の

確認文書から判断すると、申立人が申立期間において当該事業所に継続して勤

務していたことが推認できる。 

また、申立人が保管している平成元年１月の給与支給内容を転記した当時

のノートには、同月の厚生年金保険料が控除された旨が記載されている。 

さらに、申立期間の前後３年間に当該事業所において厚生年金保険の被保

険者資格を喪失している 54 人について資格喪失日を調査したところ、月末退

職と考えられる 28 人が翌月１日付けで被保険者資格を喪失している一方、月

末に被保険者資格を喪失しているのは申立人一人のみであり、月末退職した申

立人の資格喪失日を事業主が誤って届け出た可能性がうかがえる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 



  

また、申立期間の標準報酬月額は、申立人に係る昭和 63 年 12 月の社会保

険事務所の記録から 26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、確認できる関連資料及び周辺事情は無いものの、事業主が資格喪失日を

平成元年２月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年１

月 31 日と誤って記録することは考え難い上、事業主は、資格喪失日を同年２

月１日と届け出るところを同年１月 31 日と誤って届け出たものと認めている

ことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を昭和 21 年４月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 90 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年４月 10日から同年５月１日まで 

昭和 21 年２月７日にＡ社に入社し、２か月間の試用期間を経て同年４月

10 日に同事業所の正社員となり、同日より厚生年金保険に加入したはずで

ある。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めていただ

きたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び退職者 50 音順リストでは、申立人の入社は昭和 21 年

２月７日、厚生年金保険の被保険者資格取得は同年４月 10 日と記録されてお

り、同社は、同月から申立人の厚生年金保険料の控除が行われたはずであると

回答していることから、申立人が申立期間において当該事業所に勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 21 年５月の

社会保険事務所の記録から、90円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、保険料納付に関する資料が現存しておらず不明と

しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 



  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 42年３月まで 

昭和 38 年４月、自宅にＡ校区の母の会の役員が来て国民年金への加入を

勧められたので、その場で加入手続を行い、国民年金保険料は毎月、自宅

に校区の母の会の方が集金に来ていたので保険料を渡していた。 

昭和 43 年２月、Ｂ市Ｃ区（現在は、Ｂ市Ｄ区。）Ｅに転居してからは、

集金に来る分任出納員に引き続き国民年金保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金手帳は、Ｅに集金に来ていた分任出納員に渡したまま

で手元に戻ってこなかった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の

国民年金手帳記号番号は、昭和 35 年 11 月１日及び 42 年２月８日に払い出さ

れており、いずれも任意加入とされていることが確認できるが、当該払出簿の

同年に払い出された申立人の国民年金手帳記号番号に係る備考欄には、当該国

民年金手帳記号番号が 46 年 11 月 25 日に重複取消しとされたことを推認でき

る記載が認められる。 

また、Ｂ市Ｄ区役所が保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿におい

て、申立人の二つの国民年金手帳記号番号は昭和 35 年に払い出された国民年

金手帳記号番号に統合されていることが確認でき、その際、申立人の国民年金

の任意加入被保険者資格取得日を同年 10月 20日から 42年４月 17日に訂正さ

れたことが記録されており、保険料が還付された記録も無いことから判断する

と、当該時点において申立期間の国民年金保険料は未納であったことが推認さ

れる。 

さらに、申立人は、国民年金への加入手続を行ったのはＢ市Ｃ区Ｆ（当



  

時）において１回のみであり、国民年金制度が発足した時期ではないと供述し

ていることを考慮すると、申立人自らが国民年金への加入手続を行ったのは昭

和 42 年２月であることから見て、申立人は、国民年金保険料の納付を、同年

４月から始めたものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1165 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年５月までの期間及び同年８月から 40 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年５月まで 

         ② 昭和 38年８月から 40年３月まで 

国民年金制度創設時に国民年金手帳の交付を受けたが、国民年金保険料に

ついては未納のままにしていた。 

昭和 39 年６月に結婚した後、度々国民年金保険料の納付案内が送付され

てきたため、夫に相談したところ、夫の営んでいた漁業が盛業で生活に余

裕があったことから、快く国民年金保険料の納付を認めてくれたので、41

年４月 22 日ごろにＡ市Ｂ事務所が行った出張検認の際に 36 年４月から 40

年３月までの国民年金保険料をまとめて納付した。 

その際、市役所の職員に昭和 40 年度分も納付するよう勧められたが、二

人目の子の出産を間近に控え出産費用がかかることから、夫と相談の上、

保険料は納付しなかった。 

私が所持する国民年金手帳の切り取られた検認台紙には、「41.４」と読

める年月の入った割印が押されており、これは申立期間の国民年金保険料

を納付した年月であり、納付済みの証拠である。納付した金額は記憶して

いるが、領収書はもらっていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料を 41 年４月

22 日ごろに行われたＡ市Ｂ事務所による出張検認時に納付したとしており、

申立期間当時、Ａ市Ｂ事務所は年３回程度、遠隔地の公民館等において出張検

認を行うとともに、地区によっては社会保険事務所に対して集合徴収を行うこ

とを要請していたことが確認でき、社会保険事務所は集合徴収の要請があった



  

場合、社会保険事務所作成の国民年金被保険者台帳に基づき、当該地区の過年

度未納者の納付書兼領収書を作成し該当者にあらかじめ郵送の上、出張検認の

日程に合わせて集合徴収に出向いていたことが確認できるものの、申立人が主

張する時期に社会保険事務所職員による集合徴収が行われたことの確認はでき

ない。 

また、申立人が国民年金保険料を納付したとする時点において、申立期間

の大部分（昭和 36 年４月から 38 年 12 月までの期間）は、時効により国民年

金保険料を納付することができない期間であるとともに、特例納付の実施期間

でもないことから、申立人の「Ａ市Ｂ事務所職員が昭和 36年度から 40年度ま

でのすべての期間の国民年金保険料を納付できる。」との説明を受けたとする

供述は不合理と考えざるを得ない。 

さらに、申立人は、所持する国民年金手帳の昭和 36 年度から 39 年度まで

の切り取られた検認台紙に割印（検認印）が押されていることを当該年度の国

民年金保険料が納付されたことの証拠であると主張しているものの、検認台紙

の切取り及び割印は、納付状況を確認したことを示すに過ぎず、この事実を

もって当該年度の国民年金保険料が納付されたものとすることはできない。 

加えて、申立人に係る社会保険庁のシステム上の国民年金保険料の納付記

録において、申立期間以降において複数の未納期間及び未加入期間が存在する

ことが確認できる上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間に係る国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

私は申立人の子で、代理人として申し立てる。 

昭和 36 年４月に国民年金制度ができた時に、私は母親に国民年金に加入

するように勧めたが、母親は、当初「夫は会社に勤めているので任意だか

ら加入しない」と話していたが、私がさらに「年を取ってから、少しでも

余分に年金をもらった方が良いのではないか。」と勧めたところ、母親は、

間もなく市役所で国民年金の加入手続をした。私が高校を卒業した時なの

で、そのことははっきり憶
おぼ

母親は、国民年金保険料を集金人に渡していたのではないかと思う。当時

の保険料は記憶している。 

えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳、Ａ市Ｂ区役所が保管する申立人に係る国

民年金被保険者名簿及び社会保険庁の被保険者記録により、申立人が国民年金

被保険者資格を取得したのは昭和 41年４月 28日であり、当時、申立人の夫が

厚生年金保険に加入していたことから、申立人が任意加入被保険者として被保

険者資格を取得したことが確認でき、国民年金の任意加入者は資格取得日以前

にさかのぼって国民年金保険料を納付することができなかったと考えられる上、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は高齢かつ病気のため記

憶が明瞭
めいりょう

でなく、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1167 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年３月から 58年２月までの期間、同年７月から 59年 10月

までの期間及び 60 年７月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年３月から 58年２月まで 

② 昭和 58年７月から 59年 10月まで 

③ 昭和 60年７月 

私は、会社を退職した平成７年２月にＡ市役所で国民年金の加入手続を

行った際、過去に国民年金に加入していなかったことが分かり、同市役所

の係員から、さかのぼって国民年金保険料を納めた方が良いと言われたの

で、過去の未納分の国民年金保険料を同市役所の窓口でさかのぼって支

払った。退職金の一部を国民年金保険料に充てた記憶がある。 

申立期間について、国民年金保険料を納付したものと認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成７年２月ごろに払い出されたもの

と推定され、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらないことから、申立人の国民年金手帳記号番号が

払い出された時点では、申立期間①、②及び③は、いずれも時効により国民年

金保険料を納付することができない期間であるとともに、最後に実施された第

３回目の特例納付の実施期間も終了していることから、特例納付により国民年

金保険料を納付することもできない期間である。 

また、申立期間に係る国民年金保険料の納付金額、納付方法等に関する申

立人の記憶は曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

である上、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付

したことを示す関連資料（確定申告書、日記等）は無く、ほかに申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



  

福岡国民年金 事案 1168 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月から 53年３月まで 

国民年金に加入していたが、未納期間があったため、社会保険事務所の

勧めもあり、未納とされていた期間の保険料を一括して納付した。夫婦二

人分で百数十万円を納付したと思う。「乗用車を買ったと思って。」等と

夫婦で話し合ったことや社会保険事務所の職員が集金に来た時、「お宅は

大金を納められたのだから、このまま掛け続けてください。」と言われた

ことを憶
おぼ

その後は国民年金保険料をＡ銀行の口座振替で納付した。そのころは保

険料を 25 年以上納付しないと年金を受け取る権利が無いと言われていたの

で、頑張って 30年間納付した。 

えている。 

今回、夫の国民年金保険料が未納となっている期間に疑問を持ち、自分

自身の国民年金保険料の納付期間を調べたところ、納付したはずの保険料

が未納となっていることが分かった。夫婦一緒に保険料を一括して納付し

たのにどう考えても腑
ふ

 

に落ちない。よく調べてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料を一括して納付する前にＢ市Ｃ区役所に行き、

納付すべき国民年金保険料の金額を計算してもらったとしており、同区役所が

保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿には、特例納付をする前の昭和

55 年６月 12 日に納付書を交付した旨の記載があることから、申立てどおり、

事前に区役所において納付すべき国民年金保険料の金額を計算してもらった上

で納付書の交付を受けたものと考えられるが、交付された旨の記載がある納付

書の中には申立期間に係る納付書は無い。 

また、国民年金被保険者名簿の納付欄には「36／５～47／11 附４条 55.



  

６.17」及び「納付 53／４～54／３、55.６.17」とそれぞれの納付金額の記載

があり、交付された旨の記載がある納付書に相当する昭和 36年５月から 47年

11 月までの国民年金保険料は、第３回目の特例納付の実施期間中である 55 年

６月 17 日に納付されていること、及び 53 年４月から 54 年３月までの国民年

金保険料は、過年度納付により 55年６月 17日に納付されていることが確認で

きるものの、申立期間に係る国民年金保険料が納付されたことをうかがえる事

跡は確認できない。 

さらに、申立人が昭和 36 年５月から 47 年 11 月までの国民年金保険料を特

例納付により納付し、53 年４月から 60 歳に到達するまでの期間の国民年金保

険料を納付した場合の納付済月数は 306月となることから国民年金の受給資格

が得られることになり、申立人の夫も 38 年１月から 45 年 10 月までの国民年

金保険料を特例納付により納付し、53 年４月から 60 歳に到達するまでの期間

の国民年金保険料を納付しており、この場合の納付済月数は申立人と同様に

306 月となることから、夫婦共に国民年金の受給資格を取得する範囲内で特例

納付及び過年度納付を行ったものと考えるのが自然である。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、通帳、確定申告書等）は無く、申立期間に係る国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1169 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月から 53年３月まで 

国民年金に加入していたが、未納期間があったため、社会保険事務所の

勧めもあり、未納とされていた期間の保険料を一括して納付した。夫婦二

人分で百数十万円を納付したと思う。「乗用車を買ったと思って。」等と

夫婦で話し合ったことや社会保険事務所の職員が集金に来た時、「お宅は

大金を納められたのだから、このまま掛け続けてください。」と言われた

ことを覚えている。 

その後は国民年金保険料をＡ銀行の口座振替で納付した。そのころは保

険料を 25 年以上納付しないと年金を受け取る権利が無いと言われていたの

で、頑張って 30年間納付した。 

今回、妻の国民年金保険料が未納となっている期間に疑問を持ち、自分

自身の国民年金保険料の納付期間を調べたところ、納付したはずの保険料

が未納となっていることが分かった。夫婦一緒に保険料を一括して納付し

たのにどう考えても腑
ふ

 

に落ちない。よく調べてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、国民年金保険料を一括して納付する前にＢ市Ｃ区役所に行

き、納付すべき国民年金保険料の金額を計算してもらったとしており、同区役

所が保管する申立人に係る国民年金被保険者名簿には、特例納付をする前の昭

和 55年６月 12日に納付書を交付した旨の記載があることから、申立てどおり、

事前に区役所において納付すべき国民年金保険料の金額を計算してもらった上

で納付書の交付を受けたものと考えられるが、交付された旨の記載がある納付

書の中には申立期間に係る納付書は無い。 

また、国民年金被保険者名簿の納付欄には「38／１～45／10 附４条 55.６．



  

17」及び「納付 53／４～54／３、55.６.17」とそれぞれの納付金額の記載が

あり、交付された旨の記載がある納付書に相当する昭和 38 年１月から 45 年

10 月までの国民年金保険料は、第３回目の特例納付の実施期間中である 55 年

６月 17 日に納付されていること、及び 53 年４月から 54 年３月までの国民年

金保険料は、過年度納付により 55年６月 17日に納付されていることが確認で

きるものの、申立期間に係る国民年金保険料が納付されたことをうかがえる事

跡は確認できない。 

さらに、申立人が昭和 38 年１月から 45 年 10 月までの国民年金保険料を特

例納付により納付し、53 年４月から 60 歳に到達するまでの期間の国民年金保

険料を納付した場合の納付済月数は 306月となることから国民年金の受給資格

が得られることになり、申立人の妻も 36 年５月から 47 年 11 月までの国民年

金保険料を特例納付により納付し、53 年４月から 60 歳に到達するまでの期間

の国民年金保険料を納付しており、この場合の納付済月数は申立人と同様に

306 月となることから、夫婦共に国民年金の受給資格を取得する範囲内で特例

納付及び過年度納付を行ったものと考えるのが自然である。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、通帳、確定申告書等）は無く、申立期間に係る国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの期間、49 年５月から 51 年 11 月

までの期間、52 年５月から 53 年 12 月までの期間並びに 54 年２月及び同年３

月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から同年３月まで 

② 昭和 49年５月から 51年 11月まで 

③ 昭和 52年５月から 53年 12月まで 

④ 昭和 54年２月及び同年３月 

社会保険庁に国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間につ

いて、国民年金保険料を納付した事実が確認できなかったとの回答をも

らった。昭和 42 年 11 月に結婚した後は、妻が私の国民年金の管理をして

いたため、妻が妻自身の分と一緒に私の国民年金保険料を銀行か郵便局で

納付していたので、46 年１月から 54 年３月までの間に未納期間があるとの

回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は保険料の納

付に関与しておらず、申立人の申立期間に係る保険料を納付していたとする申

立人の妻も、夫と自身の分の国民年金保険料を郵便局か銀行で納付していたと

するのみで、申立人の妻の記憶が不明確であり、国民年金保険料の納付状況等

に関する具体的な説明を得ることができない。 

また、社会保険庁の記録によれば、申立期間はいずれも厚生年金保険の被

保険者資格を喪失した直後の期間であり、申立人には、申立期間以外にも同様

な未納期間が存在することが確認できることを勘案すると、申立人は厚生年金

保険の資格喪失に伴う国民年金への切り替えを適切に行っていなかったことか

ら未納期間が生じたものと考えられる上、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金被



  

保険者名簿には、厚生年金保険の被保険者資格の得喪日を昭和 55 年２月及び

59 年１月に整理処理した記録があり、これにより申立期間の国民年金の未納

期間が追加されたものと推認される。 

さらに、申立人の妻は自身と夫の国民年金保険料を一緒に納付したと説明

しているものの、社会保険事務所の特殊台帳によれば、申立人には、昭和 55

年６月に 54年４月から 55年３月までの国民年金保険料を過年度納付した記録

が確認できる一方、申立人の妻には過年度納付した記録は無く、夫婦一緒に保

険料を納付していたとの申立てとは相違する。 

このほか、申立人の妻が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1171 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの期間及び 48年７月から 49年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

② 昭和 48年７月から 49年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

について、国民年金保険料の納付事実が確認できないとの回答をもらった。 

申立期間の国民年金保険料は、当時居住していたＡ市Ｂ区で、私が夫婦二

人分の国民年金保険料を３か月ごとに集金人に渡し、納付していたので回

答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立期間における国民年金保険料の納付は印紙を

購入し、当該印紙を国民年金手帳に貼
は

らなければならないところ、申立人は、

印紙を購入した際に糊
のり

が無かったため、後で貼
は

るつもりで印紙を封筒に入れた

まま保管していたのを失念してしまい、国民年金手帳に貼
は

っていなかったため

に未納とされたと主張しているものの、Ａ市に照会した結果、同市は、昭和

37 年度までは市職員が国民年金保険料の収納を行っており、通常３か月ごと

の保険料収納の際は、印紙を国民年金手帳の右頁に貼
は

また、申立期間①は 24 か月となっているが、国民年金手帳の検認印の記録

から見ると、ほとんどの場合、申立人は当該期間以外の国民年金保険料につい

て３か月ごとに納付していたことが確認できることから、当該期間に係る印紙

購入は複数回にわたるものと推認でき、国民年金手帳への

った上で割印を行い、そ

の左頁に検認印を押していたと説明しており、印紙購入と検認の押印は一連の

行為であったと考えられ、申立内容には不自然な点がある。 

貼付
ちょうふ

について、その

いずれの機会においても失念したとするのは不自然である。 



  

 さらに、申立期間②については、申立人は、昭和 48 年度国民年金保険料第

２・３期及び同第４期に係る納付書・領収証書の原符を提示しているが、同原

符に領収日付の押印は無い上、当該原符は国民年金保険料の納付があった際に、

金融機関が回収し、保存されるべきものであることから判断すると、申立人が

所持していること自体、申立期間に係る申立人の国民年金保険料は納付されな

かったものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年

金被保険者名簿によれば、申立人夫婦は昭和 35年 10月１日に国民年金被保険

者資格を取得したことは確認できるものの、申立期間の国民年金保険料はいず

れも未納の記録であることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1172 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの期間及び 48年７月から 49年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

② 昭和 48年７月から 49年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

について、国民年金保険料の納付事実が確認できないとの回答をもらった。 

申立期間の国民年金保険料は、妻が、Ａ市Ｂ区で夫婦二人分の国民年金保

険料を３か月ごとに集金人に渡し、納付していたので回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立期間の国民年金保険料に係る印紙を購入し、国

民年金手帳に貼
は

らなければならないところ、申立人の妻は、印紙を購入した際

に糊
のり

が無かったため、後で貼
は

るつもりで印紙を封筒に入れたまま保管していた

のを失念してしまい、国民年金手帳に貼
は

っていなかったために未納とされたと

主張しているものの、Ａ市に照会した結果、同市は、昭和 37 年度までは市職

員が国民年金保険料の収納を行っており、通常３か月ごとの保険料収納の際は、

印紙を国民年金手帳の右頁に貼
は

また、申立期間①は 24 か月となっており、国民年金手帳の検認印の記録か

ら見ると、申立人の妻は当該期間以外の国民年金保険料を３か月ごとに納付し

ていることが確認できることから、申立期間に係る印紙購入は複数回にわたる

ものと推認でき、国民年金手帳への

った上で割印を行い、その左頁に検認印を押し

ていたと説明しており、印紙購入と検認の押印は一連の行為であったと考えら

れ、申立内容には自然な点がある。 

貼付
ちょうふ

さらに、申立期間②については、申立人の妻は、自身の分の昭和 48 年度国

について、そのいずれの機会において

も失念したとするのは不自然である。 



  

民年金保険料第２・３期及び同第４期に係る納付書・領収証書の原符を提示し

ているが、同原符に領収日付の押印は無い上、当該原符は国民年金保険料を納

付した際に、金融機関が回収し、保存されるべきものであることから判断する

と、申立人の妻が当該原符を所持していること自体、申立期間に係る妻の国民

年金保険料は納付されなかったものと考えるのが自然であり、一緒に納付して

いたとする申立人に係る保険料も納付されなかったものと推認できる。 

加えて、申立人の妻が申立人の申立期間①及び②に係る国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人自

身は国民年金保険料の納付に関与していない上、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民

年金被保険者名簿によれば、申立人夫婦は昭和 35年 10月１日に国民年金被保

険者資格を取得したことは確認できるものの、当該期間の国民年金保険料はい

ずれも未納の記録であることが確認できる。 

このほか、申立人の妻が申立人の当該期間に係る国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年１月までの期間、39 年４月から 41 年３月

までの期間、50 年８月から同年 12 月までの期間、51 年４月から 52 年９月ま

での期間及び 55 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年１月まで 

         ② 昭和 39年４月から 41年３月まで 

         ③ 昭和 50年８月から同年 12月まで 

         ④ 昭和 51年４月から 52年９月まで 

         ⑤ 昭和 55年１月から同年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間は、厚生年金保険

の加入期間であることから、この期間の国民年金保険料は還付されている

との回答をもらった。申立期間の国民年金保険料が還付され、受領したこ

との記憶が無いので回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料については、保険料の還付請求の案

内を受けたことは無く、還付金の受領もしていないと主張している。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する還付整理簿には、申立人が申立

期間において厚生年金保険に加入していたことが判明し、昭和 60年３月 14日

に還付金の決議が決定され、同年３月 22 日に還付金の支払いがなされた旨の

記録がある上、同事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィル

ム）には、国民年金保険料を還付したことを示す「還 36.4～38.1、39.4～

41.3  60.3.14 」 及 び 「 還 50.8 ～ 50.12 、 51.4 ～ 52.9 、 55.1 ～ 55.3  

60.3.14」と、それぞれの還付金額の記載が確認でき、当該記載内容に不合理

な点は無く、厚生年金保険への加入が判明したことにより国民年金保険料の還

付が行われたことを疑わせる事情は見当たらない。 



  

 このほか、申立期間に係る国民年金保険料について還付が行われていないこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 



  

福岡国民年金 事案 1174 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46年６月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 48年３月まで 

昭和 46 年５月に会社を退職し、同年６月にＡ市Ｂ区役所で国民健康保険

の加入手続をした時に、同時に国民年金の加入手続をした。時には１、２

か月の遅れはあったかもしれないが、遅れてでも私の妻が私の国民年金保

険料を必ず納付していたので、申立期間の国民年金保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ市Ｂ区を管轄していた社会保険事務所が保管する国民年

金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年

11 月に夫婦連番で払い出されていることが確認でき、それ以前に、申立人が

加入手続をしたとする 46 年６月を含め、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点において、申立

期間の一部（昭和 46 年６月から同年９月までの期間）は時効により国民年金

保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月から 48 年３月までの期間は、過

年度納付以外の方法では国民年金保険料を納付することができない期間であり、

社会保険事務所又は金融機関（日本銀行歳入代理店等）以外の場所では国民年

金保険料を納付することができなかったと考えられるが、申立人の国民年金保

険料を主に納付していたとする申立人の妻は、申立期間に係る申立人の国民年

金保険料をＡ市Ｂ区役所で納付したとしている上、さかのぼって納付したとの

申立てもなされていない。 

加えて、申立人の妻も申立期間の国民年金保険料は未納とされている上、



  

申立人の妻が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（確定申告書、日記等）が無く、ほかに申立人の妻が申立期間に係

る申立人の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 31年４月１日から 32年４月 30日まで 

厚生年金保険被保険者期間を照会したところ、昭和 31 年４月１日から 32

年４月 30 日まで勤務したＡ社（吸収合併後の承継会社は、Ｂ社。）の加入

期間が確認できなかった。 

申立期間当時は、Ｃ県Ｄ事業所Ｅ事務部（現在は、Ｆ機構Ｅセンター。）

の第１期生として昭和 31 年３月に修了し、申立事業所へは同期生二人と同

時入社した。 

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に勤務したと主張しているが、Ｂ社で

は、Ａ社が作成した人事記録等の勤務実態が確認できる「本工・臨時工異動解

雇簿」は保管しているものの、昭和 35 年以前のものは保管していないと回答

しており、申立人が申立期間において同事業所に勤務していたことを確認する

ことができない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。一方、同名簿

において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人

の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、Ｂ社が保管するＡ社の作成に係る昭和 21 年 10 月から 40 年まで記

載されている社会保険被保険者台帳においても、申立人の名前は見当たらない。 

加えて、申立人は、申立人と同じＣ県Ｄ事業所Ｅ事務部の第１期の修了生

であり、申立事業所に同時入社した同期生の同僚が二人いたと主張しているも



  

のの、当該同僚の名前についての記憶は明確ではなく、当時の状況について同

僚から供述を得ることができず、Ｂ社に照会しても当時の記録は無く申立てに

係る事実は確認できないと回答していることから、当時の人事記録等による勤

務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認することがで

きない。 

なお、Ｆ機構Ｅセンターが保管する「昭和 31 年３月期修了証書発行台帳」

に記録がある受講生 31 人について、社会保険事務所が管理する申立事業所に

係る厚生年金保険被保険者名簿により確認したが、一致する名前は認められな

い。 

また、申立事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿において名前が確認で

き、同時期に勤務していたとみられる者に聴取した結果、「申立期間当時、入

社後しばらくは厚生年金保険には加入していなかった。」との供述が得られ、

当該事業所は採用と同時に厚生年金保険の加入手続を行っていなかったことが

うかがえる。 

このほか、申立てに係る事実について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年ごろから 36年ごろまで 

Ａ社（現在は、Ｂ社。）の事務所はＣ駅裏にあり、貨物自動車車庫も併設

されていた。当時、貨物取扱駅であったＤ駅などから、荷物をＥ市や県外

に配送する運転手として従事していた。Ｆ港において重量物を移動させる

仕事の時に負った怪我の痕
あと

当時、Ｄ駅ではＧ社、Ａ社の２社しか荷物配送の仕事をしておらず、Ｃ

駅構内をノーチェックで通行でき、鉄道電話も無料で使用できたことを記

憶している。 

が今も残っている。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＣ駅の裏に事務所、貨物自動車車庫があったことを記憶しており、

事業所の人数や仕事の内容の記憶もＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

で名前が確認できた同僚の供述内容とも一致することから判断すると、勤務期

間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していた可能性は認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。一方、

申立期間において健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が

欠落したものとは考え難い。 

また、上記被保険者名簿に名前の記載がある同僚の被保険者記録から確認

できた、申立てに係る事業所の名称が用いられているＡ社Ｈ部（事業主及び所

在地も同じ。）の健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人の被

保険者記録は確認できない上、申立期間における健康保険の整理番号にも欠番

は無い。 



  

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で名前が確認できた同

僚から聴取したところ、運転手、事務職の別にかかわらず、入社後すぐに厚生

年金保険への加入手続がなされていないと思われる者や、勤務したとする期間

より厚生年金保険の被保険者期間が短い者が確認できる上、Ｂ社の総務担当者

から、「Ａ社Ｈ部のものを含む健康保険厚生年金保険の取得届の控えの一部が

残されているが、その中には申立人の記録は無い。また、以前に、申立期間に

おいて在籍していた者から聞いた当時の従業員数と残されている資料から推定

される被保険者数から判断すると、当時、厚生年金保険に加入していなかった

者もかなりいたと考えられる。」との供述が得られており、当該事業所は、従

業員全員について厚生年金保険の被保険者資格を取得させていなかった事情が

うかがえる。 

加えて、当時の事業主は既に死亡しており、申立人が名字を挙げた同僚と

思われる者が上記被保険者名簿において二人確認できるが、一人は連絡先不明

であり、残る一人は死亡しており、これらの者から当時の事情を聴取すること

ができない上、上記被保険者名簿で名前が確認できた同僚７人からは、Ａ社に

おける当時の厚生年金保険の加入手続について明確に記憶している者はいな

かったものの、「会社は、従業員が入社してすぐに厚生年金の加入手続をして

いたかどうかは分からない。運転手は臨時雇用もあり、下請会社の従業員も多

数勤務していた。」、「自分は臨時雇いだったが、会社が認めない限り正社員

にはなれなかった。」、「５年から 10 年しないと臨時社員から正社員になれ

なかった。」との供述が得られるほか、同社Ｈ部の上記被保険者名簿において

名前が確認できた同僚二人からは、同事業所における厚生年金保険の適用につ

いての供述は得られないことから、当時の人事記録等による勤務実態及び事業

主による厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

このほか、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、

申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 866 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年４月１日から 38年４月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務していた期間について脱退手当金が支給済みとなってい

る。 

自身で手続をしたという記憶が無く、当時の事業所の担当課長が自分の意

思を確認することなく手続を行ったとしか考えられないので、脱退手当金

の支給記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿では、申立人について脱退手当金が支給されていることを意味する

「脱」の表示が記されている。 

また、上記被保険者名簿により、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失

日の前後に同資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給要件を満たしている女性

11 人について脱退手当金の支給記録を確認したところ、10 人について脱退手

当金の支給記録が確認できる上、10 人全員に「脱」の表示が記されており、

このうち、申立人と同様に昭和 38 年度に被保険者資格を喪失した二人につい

ては、資格喪失日からそれぞれ２か月後、７か月後に脱退手当金が支給決定さ

れているとともに、申立人については、資格喪失日から３か月後に支給決定さ

れていることから判断すると、事業所による代理請求が行われていた可能性が

高いものと考えられる。 

さらに、申立期間の脱退手当金は、支給対象月数に誤りは無く、支給額の

計算もおおむね一致しており、被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 38

年７月９日に支給決定されているなど、社会保険事務所の一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年３月１日から 15年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間を確認したところ、Ａ社で勤務

していた期間が確認できなかったが、同社では、Ｂ市営住宅の管理の仕事

に従事しており、24時間勤務で月に 15日間程度働いていた。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から、同社のパソコンで管理している人事データに基づき、申立人は

平成 14 年３月 29 日に入社し、15 年５月 22 日に退職した旨の回答を受けてお

り、これとほぼ合致する賃金台帳も確認できることから、当該期間において、

申立人が同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、Ａ社から、申立人は厚生年金保険に加入させていなかった旨の回答

を得ており、合わせて提出された同社保管の賃金台帳により、申立人について

申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

さらに、Ｂ市からの回答によれば、申立期間のすべてを含む、平成 13 年 10

月 21 日から 15 年４月 30 日までの期間について、申立人が国民健康保険に加

入していたことが確認できる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関



  

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月１日から 41年９月１日まで 

社会保険事務所に昭和 38 年９月ごろから働いていたＡ社の厚生年金保険

の記録について照会したところ、41 年９月以降の記録しか確認できなかっ

た。同年９月より以前から当該事業所で勤務していたことは間違いないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてのみＡ社における厚生年金保険被保険者記録

が確認できる同僚二人の名前を記憶しており、また、申立期間についてのみ同

社における厚生年金保険被保険者記録が確認できる別の同僚一人が、申立人が

当該事業所に在籍していたことを供述していることから判断すると、勤務期間

の特定はできないものの、申立期間においても、申立人が同社に勤務していた

可能性は認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿では、申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は確

認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿により、申立期間における被保険者記録が確認でき、聴取できた同僚７人の

うち３人が、「実際の勤務期間より、厚生年金保険の被保険者期間の方が短

い。」と供述している上、複数の同僚が、事業所が最盛期であったころの従業

員数は 60 人程度いたと供述しているところ、上記被保険者名簿では、昭和 36

年１月時点の被保険者数は 14 人、申立期間の始期である 38 年９月時点は 11

人、39 年２月時点では 18 人であり、同社が厚生年金保険の適用事業所であっ

た全期間を通じても 49 人の被保険者しか確認できないことから判断すると、



  

事業主は、従業員の全員について一律に厚生年金保険の被保険者資格を取得さ

せていなかった事情がうかがわれる。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっており、事業主は死亡している上、上記被保険者名簿

から名前が確認できた同僚からは、上記以外に、申立期間当時の厚生年金保険

の適用に関する有力な供述は得られなかったことから、当時の人事記録等によ

る勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認すること

ができない。 

加えて、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人の雇用

保険被保険者記録は確認できない。 

このほか、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月１日から 28年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ県Ｂ部Ｃ

課（現在は、Ａ県Ｄ部Ｃ課。）に臨時職員として勤務していた申立期間に

係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたと主張しているＡ県Ｂ部Ｃ課については、社会保険

事務所の記録によれば、昭和 45 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所と

なっているが、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認

できない。 

また、Ａ県Ｄ部人事担当課では、「Ａ県庁保管の職員名簿では、申立人の

記録を確認することはできないが、以前から日々雇用の臨時職員は採用してい

た。」と回答しており、同県Ｄ部Ｃ課では、「臨時職員名簿は 10 年分しか保

存しておらず、申立人の申立内容を確認できる資料等は保存していない。」と

回答している上、供述を得られる申立人の同僚もいないことから、当時の人事

記録等による勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確

認することができない。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月から 34年７月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ事業

所の下請であったＣ社で勤務していた申立期間における被保険者記録が無

かった。 

当時、勤務していた同僚の名前も記憶しているので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＣ社における同僚として名前を挙げた３人の厚生年金保険被保険

者記録が、社会保険事務所が保管する同事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿により確認できること、及び申立人の同僚の供述から判断すると、勤務

期間の特定はできないものの、申立人が同事業所に勤務していたことを推認す

ることができる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

なお、当該事業所の元請であるＡ社Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿においても、申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は

確認できない。 

また、社会保険事務所の記録によれば、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっており、当時の事業主にも照会することができない上、

同事業所に勤務していた申立人の同僚は、それぞれ、「私は、申立人と一緒に

見習社員として入社し、半年後には一般社員として勤務していたが、私自身の



  

加入記録も無い。」、「申立人は、私が１年程度在職している間に勤務してい

た記憶があるが、私自身の加入記録は２か月しかない。」、「私は給与事務を

担当しており、申立人が入社し１年以上在籍していた記憶はあるが、厚生年金

保険の適用については記憶していない。」、「私は一般事務を担当しており、

私自身が正社員であったか否かを記憶していないが、私自身の加入記録も無

い。」、「申立人に係る記憶は無く、当時の厚生年金保険の適用に関する情報

についても分からない。」と供述していることから、当時、同事業所では入社

と同時に厚生年金保険被保険者資格を一律に取得させていなかった可能性がう

かがえる。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年６月から 47年５月１日まで 

             ② 昭和 48年１月１日から同年５月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、昭和 46 年

６月からＡ社（現在は、Ｂ社。）に勤務していた期間のうち、両申立期間

における被保険者記録が無いとの回答があった。 

当時、運転手として勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人は、昭和 47 年５月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、48 年１

月１日に被保険者資格を喪失していることが確認できるが、両申立期間におけ

る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、公共職業安定所の記録によれば、当該事業所における雇用保険被保

険者記録は、社会保険事務所の記録と一致している。 

さらに、Ｂ社では、「申立期間当時の関係資料等は保存しておらず、申立

ての事実を確認できない。」と回答しているが、同事業所に勤務していた同僚

は、「申立人が助手として勤務していた記憶はあるが、具体的な入退社時期は

分からない。当時、入社当初や大型免許を取得して間もない時は助手として勤

務し、その後、厚生年金保険が適用される正社員の運転手になっていた。」、

「申立人が助手として勤務していた記憶はあるが、具体的な入退社時期及び厚

生年金保険の適用については分からない。」と供述している上、申立人の供述

から、申立人より先に同事業所に入社したとする同僚一人、及び申立人より後

に入社したとする同僚二人の厚生年金保険被保険者記録が申立人の被保険者資



  

格取得日と同日の昭和 47 年５月１日であることが確認できることから、当時、

同事業所では入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を一律に取得させていな

かった事情がうかがえる。 

加えて、申立人は両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、こ

のほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年から 41年まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）に勤務していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答

があった。 

給与明細書等の資料は無いが、一緒に働いていた同僚の名前も記憶してお

り、勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社における同僚として名前を挙げた５人のうち、３人の厚生年

金保険被保険者記録が、社会保険事務所が保管する同事業所の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により確認できることから判断すると、勤務期間の特定は

できないものの、申立人が同事業所に勤務していたことを推認することができ

る。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、当該事業所では、「申立人に係る関係資料等は保存しておらず、申

立てに係る事実を確認できないが、当時は厚生年金保険に加入せず、日雇健康

保険被保険者となるものは多かった。」と回答している上、同事業所に勤務し

ていた申立人の同僚は、「申立人に係る記憶は無いが、当時は、日雇労働者が

多く雇われており、日雇労働者には厚生年金保険の適用は無く、日雇健康保険

の被保険者となっていた。」と供述しており、申立人が名前を挙げた同僚５人



  

のうち、二人の厚生年金保険被保険者記録が確認できないことから、当時、同

事業所では、雇用形態によって、厚生年金保険被保険者資格を一律に取得させ

ていなかった事情がうかがえる。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 873 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年７月ごろから 30年９月 29日まで 

Ａ鑛業所という会社に、17 歳の７月から８月ごろの暑い季節に入社し、

昭和 30 年 11 月４日まで勤務し、働いていた炭坑の名称は「Ｂ炭坑」と

言っていたのを憶
おぼ

しかし、厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したと

ころ、申立期間について加入記録が無いとの回答を得た。申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立内容及び申立人の記憶する「Ｂ炭坑」という名称の炭坑が社

会保険事務所の記録によれば、厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認

できることから判断すると、申立人が、勤務期間の特定はできないものの、申

立期間において同事業所に勤務していたことの可能性はうかがうことができる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管しており、申立人が主張する「Ａ鑛

業所」及び「Ｂ炭坑」の名称を有しているＣ社Ａ鑛業所（Ｄ社から商号変

更。）及びＤ社Ｂ炭坑に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下、「被

保険者名簿」という。）に記録がある者から任意に抽出した複数名から聴取し

たものの、申立人に関する記憶があるとする者を確認することができない。 

また、Ｃ社Ａ鑛業所における被保険者名簿には、申立人の厚生年金保険の

被保険者資格取得年月日が昭和 30年９月 29日との記載があり、社会保険事務

所が保管する厚生年金保険被保険者記号番号払出簿においても、申立人に係る

資格取得年月日は同日と記載されていることが確認できる上、社会保険事務所

の記録によれば、同事業所が初めて厚生年金保険の適用事業所となったのは、

同年９月１日であることが確認できるほか、Ｃ社Ａ鑛業所は 32年 10月１日に



  

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の人事記録及び賃金

台帳等の資料は無く、当時の勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の

事実について確認することができない。 

さらに、申立人は、「働いていた炭坑の名称を、Ｂ炭坑と言っていたのを

憶
おぼ

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立

人に厚生年金保険料の控除についての具体的な記憶が無い。 

えている。」と供述していることから、Ｄ社Ｂ炭坑の被保険者名簿について、

厚生年金保険の被保険者資格取得日が申立期間より前の昭和 27年３月 25日か

ら当該被保険者名簿で確認できる最後の資格取得日である 30年４月 20日まで

の被保険者約 2,300人を精査したものの、申立人の名前を確認することができ

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


